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3．マイページから選考結果を登録しましょう

マイページホーム画面に表示される「現在有効中または申し込み中の求人」の中から選考結果を
登録したい求人の「応募者管理へ進む」ボタンをクリックします。

大卒求人の採用内定は10月1日以降となっております

※システムの仕様上、ハローワークから求職者を紹介した日から14日経過日に、マイページアカウントとして登録したアドレス宛に
「この紹介にかかる選考結果の入力を催促する旨のメール」が自動送信されてしまいます。
このメールは、学卒求人に限ってはご放念いただきますようお願いいたします。

採用内定は確実な見通しに基づいて行い、求職者には採否結果を明確に伝えてください。（青少年指針）

□書面により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、学校等を卒業することを
採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示してください。（青少年指針）

□採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当と認められない採用内定の取消しは無効となりますので、十分にご留意ください。（青少年指針）

□採用内定または内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要することなどの
職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないで
ください。（青少年指針）

□労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退
の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないでください。

□やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職時期の繰下げを行うときは、新規卒業予定者の就職先の
確保に最大限努力するとともに、対象者からの補償などの要求に誠意を持って対応してください。（青少年
指針）
⇒新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式により、あらかじ
めハローワーク及び新規学校卒業者の所属する学校の長に通知することが必要となります。（職業安定法
施行規則第３５条）

⇒厚生労働大臣は、採用内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の
適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、その内容を公表することができることとな
ります。（職業安定法施行規則第１７条）
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「応募者管理」画面の応募者一覧で、選考結果を連絡したい応募者名をクリックします。
※ハローワークへの選考結果登録後から１週間が経過した応募者や応募を辞退した応募者の
場合、応募者名はクリックできません。

こちらにハローワークからの紹介や
オンライン自主応募により応募した
求職者が表示されます。

選考結果を登録したい求職者の応募
者氏名をクリックします。
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「応募者情報詳細」画面が表示されます。
次ページ以降では、
①求職者への選考結果連絡方法（10～11ページ）
②ハローワークへの選考結果連絡方法（12～13ページ） の順にご案内します。

 求職マイページを開設していない応募者の場合は・・・ 

求職者マイページを開設していない応募者の場合、求人者マイページからは応募者への選考結果の連絡ができませんの

で、電話等により直接連絡してください。 

 

 

 求人者マイページからの応募者への選考結果連絡について 

ハローワークへの選考結果登録後から１週間が経過した場合、または、求人無効後（求人を取り消したり、有効期限

が過ぎた後）の翌々々月末を過ぎた場合は、求人者マイページからは応募者への選考結果の連絡ができませんので、

電話等により直接連絡してください。 

 

 

① ②
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 大卒等求人のときは・・・ 

大卒等の採否結果は、「内定」または「不採用」が選択できます。 

 

「内定」の場合： 

 

 

「不採用」の場合： 

 

 

 

①「求職者への選考結果連絡」
必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進むボタンをクリックします。

 応募者へ選考結果を連絡する際は・・・ 

応募者へ選考結果を連絡する際は、選考結果をお間違えのないように、よくご確認のうえご連絡ください。 

 

 

 大卒等求人のときは・・・ 

大卒等の採否結果は、「内定」または「不採用」が選択できます。 

 

「内定」の場合： 

 

 

「不採用」の場合： 
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「選考結果連絡送信メッセージ内容確認」画面が表示されます。
送信する場合は、完了ボタンをクリックしてください。

「求職者への選考結果連絡完了」画面が表示されます。
引き続き②ハローワークへ選考結果を連絡するために、「応募者情報詳細」画面へ戻ります。
「応募者情報詳細へ戻る」ボタンをクリックしてください。
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 大卒等求人のときは・・・ 

大卒等の選考結果は、「内定」または「不採用」が選択できます。 

 

「内定」の場合： 

 

 

「不採用」の場合： 

 

 

 

大卒求人の場合、選考結果の
選択肢は「内定」or「不採用」です。

こちらを選択することで、これより下の
入力欄項目が変化します。

任意入力欄が多いのですが、可能な
限りすべて入力してください。

特に雇用（予定）日は必ず入力し
ていいただくようお願いします。

入力されていない場合はハロー
ワークから確認させていただくこと
があります。

②「ハローワークへの選考結果連絡」
必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進むボタンをクリックします。
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「ハローワークへの選考結果登録確認」画面が表示されます。
内容に相違なければ完了ボタンをクリックしてください。

 大卒等求人のときは・・・ 

大卒等の選考結果は、「内定」または「不採用」が選択できます。 

 

「内定」の場合： 

 

 

「不採用」の場合： 

 

 

 

 求人者マイページからの応募者への選考結果連絡について 

ハローワークへの選考結果登録後から１週間が経過した場合、または、求人無効後（求人を取り消したり、有効期限

が過ぎた後）の翌々々月末を過ぎた場合は、求人者マイページからは応募者への選考結果の連絡ができませんので、

電話等により直接連絡してください。 

 

 

「ハローワークへの選考結果登録完了」画面が表示されます。


